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シンポジウム 1-B 

核医学検査における投与量適正化について 

秋田県立循環器・脳脊髄センター 放射線科診療部 佐藤 郁(Sato Kaoru) 

核医学検査の被検者被ばくは、主に核種の物理学的半減期と体内に取り込まれた薬剤動態による生物学的

半減期より算出される実効半減期により決まる。使用薬剤は、調製済のシリンジ又はバイアル購入とジェネレー

ターを用いたキット調製およびサイクロトロンでの院内製造があり、施設の運用状況に応じて入手方法を選択さ

れている。最近では、調製済の製剤が選択されることが多くなり、前日までに注文を行う。投与量は、診断に必

要とされる画質が得られるよう適切な量の設定がされるべきである。特殊な場合を除き各被検者に対して１製剤

全量を投与して使用することが一般的であり、同一製剤でも投与時刻により実投与量が変化する（Fig.1 a, b）。

実際の運用においては、撮像装置性能（感度など）と撮像プロトコールおよび検査予定時刻並び被検者体重な

ど様々な条件を考慮して投与量を決定している。 
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核医学検査における投与量の適正化については、2015年に公

表された本邦の診断参考レベル（DRL）をもちいて評価を行うことが

可能となった(Table 1)1)。核医学検査のDRLは、全国調査データの

結果に基づき平均的な体格の成人における投与量（MBｑ）の75パ

ーセンタイル値として示されている。各施設の状況に合わせてジェ

ネレーター、シリンジなどの調製済み製剤のいずれでも参照できる

値が採用されている。調剤済み製剤を使用している施設では、必ず

しも被検者ごとにドーズキャリブレータによる実測を必要とせず物理

的半減期による計算で実投与量を推定することが可能である。 

標識済み製剤使用時の注意点として、投与量の記録を検定時刻

の放射能量をしている場合には、検定時刻前に投与した場合は過

小評価となり検定時刻後の投与では過大評価してしまい記録と実

投与量に差が生じて正確な評価が困難になる。表計算ソフトなどで

減衰計算も可能であるが、アイソトープ協会の放射性医薬品共同受

注システム（RIOS‐NET）のwebページ上で核種ごとの減衰計算が簡

便に行えるため実投与量の算出などに利用できる。PET製剤は、18F

‐FDGがバイアル製品として販売されて普及している。地域により多

少異なるが、検定時刻の約1半減期前に配送されるため、製品によ

るが配送直後において300MBqを超える放射能量となる（Fig.1 b）。PET薬剤の投与は、従事者の被ばくを考慮

して投与装置が用いられている。投与装置によりセットしたバイアル全量を投与する機能に限定されているもの

もあり、配送直後における低体重の被検者への投与には注意が必要と考える。検査予約時に体重など身体情

報も取得して投与の順番を調整するなど対策が必要と考える。 

X線発生装置を使用しているモダリティーなどでは、被検者ごとに装置出力情報が自動で連携され保存される

システムが標準的になってきている。一方、核医学検査の実投与量の記録は、担当者による入力が一般的であ
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り撮像装置または放射線部門システム（RIS）への入力と記録が行われている。線量管理用ソフトウェアが提供さ

れて使用可能となってきているが、実投与量情報の保存状況が統一されていないなどにより、他モダリティーと

比べ対応が遅れている。このため施設の状況に合わせた実投与量の記録と集計ならびに解析が必要である。

今後は、実投与量ならびに被検者の体格情報なども合わせた集計と解析が行えるシステム導入・環境整備が必

要と考える。 

当センターでの対応としては、RIの受入れと投与及び保管廃棄までの管理を行っているRISを線量管理への

応用も可能と考えて線量管理の試みを行っている。実際の利用方法を紹介する。RI受け入れは、放射線医薬品

管理画面で薬剤の種類と放射能量および製品番号の入力を行う(Fig.3 a)。RIの使用は、検査実施入力画面で

受入れ済のRI薬剤が選択して使用可能状態となる。シリンジ製剤は、投与時刻での放射能量を物理的半減期

による計算を実行することが可能となっている(Fig.3 b)。ジェネレーター使用やバイアルからの取り分けによりド

ーズキャリブレータによる実測した場合は、直接測定値を入力する。使用済の薬剤は、放射線医薬品管理画面

で保管廃棄にステータスの変更を行う。この一連の操作により検査の実施情報に各被検者の実投与量が記録さ

れる。データの集計と解析は、RISよりCSV形式で出力してExcelなどの表計算ソフトにより行うことが可能となって

いる。当センターの123I製剤の集計結果をFig.4に示す2)。平均体重群における実投与量の中央値は、184 MBq

でDRL値と比して低値であった。 

投与量の検討には、画質についても考慮が必要でありファントム試験など画像評価法を示したガイドラインが

などを参考にして、施設ごとにエビデンスを持った決定が必要である。 
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